
事業の種類 行政処分日 事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
※

事業者
点　数

営業所
点数

一般貸切 令和8年3月24日
有限会社なぎさ交通（法人
番号2220002015195）　代
表者川田敏博

石川県羽咋市柴垣
町19字78-44

本社営業所
石川県羽咋市千里
浜町ヨ97

文書警告（処分日車数
50日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送法（以下「法」）
第23条第3項、法第27条
第3項、法第29条の3

令和8年1月9日、法令違反の疑いがある旨
の情報を端緒として監査実施。7件の違反が
認められた。（1）運行管理者の選任解任届
出違反（法第23条第3項）、（2）乗務員等台帳
の作成、備付け義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第37条第1
項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）、（4）定期点検整備
等の未実施（運輸規則第45条）、（5）整備管
理者選任(変更)の未届出（運輸規則第45
条）、（6）運行管理者の講習受講義務違反
（運輸規則第48条の4第1項）、（7）輸送の安
全にかかわる公表情報の報告義務違反（運
輸規則第47条の7第1項）

5 5

一般貸切 令和8年3月31日
有限会社てまりバス（法人
番号3100002023110）　代
表者内山康翁

長野県松本市大字
今井６９３１番地２６

本社営業所
長野県松本市大字
今井６９３１番地２６

文書警告 道路運送法第27条第3項

令和7年10月9日、監査方針に基づき、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第24条第5項)､(2)運転
者に対する指導及び監督に係る記録の作
成・保存義務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

一般貸切 令和8年3月31日
のざわ温泉交通株式会社
（法人番4100001011940）
代表者杉山僚

長野県下高井郡野
沢温泉村豊郷９２５８
－８

本社営業所
長野県下高井郡野
沢温泉村豊郷９２５
８－８

文書警告（処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送法第27条第3項

令和7年7月16日、監査方針に基づき、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第24条第5項)

12 1

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（北陸信越運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。

運送事業者に対する行政処分（令和８年３月分） （自動車運送事業安全監理室）


